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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に不揮発性メモリ機能と、ＩＣカード機能と、不揮発性メモリコントロール機能
とを具備する少なくとも一つの集積回路が実装されたメモリカードであって、
　前記メモリカードは、非接触型ＩＣカードアンテナコイルを接続するＲＦ端子と、接触
型ＩＣカード外部端子と、メモリカード外部端子と、を具備し、
　前記ＲＦ端子と前記接触型ＩＣカード外部端子とは、前記ＲＦ端子からの前記メモリカ
ードに対する信号の入出力と前記接触型ＩＣカード外部端子からの前記メモリカードに対
する信号の入出力とを切り替えるスイッチング回路を介して前記ＩＣカード機能を具備す
る前記集積回路に接続し、
　前記スイッチング回路は、前記接触型ＩＣカード外部端子の通電状況を監視し、前記接
触型ＩＣカード外部端子に対する入力がある場合、前記接触型ＩＣカード外部端子からの
出力が前記ＩＣカード機能を具備する前記集積回路に供給されるように、前記信号を切り
替える、
　ことを特徴とするメモリカード。
【請求項２】
　基板上に不揮発性メモリ機能と、ＩＣカード機能と、不揮発性メモリコントロール機能
とを具備する少なくとも一つの集積回路が実装されたメモリカードであって、
　前記メモリカードは、非接触型ＩＣカードアンテナコイルを接続するＲＦ端子と、接触
型ＩＣカード外部端子と、メモリカード外部端子と、を具備し、
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　前記ＲＦ端子と前記接触型ＩＣカード外部端子とは、前記ＲＦ端子からの前記メモリカ
ードに対する信号の入出力と前記接触型ＩＣカード外部端子からの前記メモリカードに対
する信号の入出力とを切り替えるスイッチング回路を介して前記ＩＣカード機能を具備す
る前記集積回路に接続し、
　前記メモリカード外部端子は、不揮発性メモリコントロール機能を具備する前記集積回
路を介して前記スイッチング回路と接続し、
　前記スイッチング回路は、前記接触型ＩＣカード外部端子の通電状況を監視し、前記接
触型ＩＣカード外部端子に対する入力がある場合、前記接触型ＩＣカード外部端子からの
出力が前記ＩＣカード機能を具備する前記集積回路に供給されるように、前記信号を切り
替える、
　ことを特徴とするメモリカード。
【請求項３】
　基板上に実装された不揮発性メモリ機能とＩＣカード機能と不揮発性メモリコントロー
ル機能とを具備する少なくとも一つの集積回路が実装された、非接触型ＩＣカードアンテ
ナコイルを接続するＲＦ端子と、接触型ＩＣカード外部端子と、メモリカード外部端子と
、を具備し、前記ＲＦ端子と前記接触型ＩＣカード外部端子とは、前記ＲＦ端子からの前
記メモリカードに対する信号の入出力と前記接触型ＩＣカード外部端子からの前記メモリ
カードに対する信号の入出力とを切り替えるスイッチング回路を介して前記ＩＣカード機
能を具備する前記集積回路に接続し、前記スイッチング回路は、前記接触型ＩＣカード外
部端子の通電状況を監視し、前記接触型ＩＣカード外部端子に対する入力がある場合、前
記接触型ＩＣカード外部端子からの出力が前記ＩＣカード機能を具備する前記集積回路に
供給されるように、前記信号を切り替えるメモリカードが装着されるメモリカードアダプ
タであって、
　非接触ＩＣカードアンテナコイルと、
　前記メモリカードの前記RF端子を接続するアンテナコイル端子と、
　接続される前記メモリカードから読み出した認証情報もしくは前記認証情報によって認
証された結果を示す認証ステータスを表示する画面と、
　前記メモリカードに対して給電する電源装置と、
　を備えることを特徴とするメモリカードアダプタ。
【請求項４】
　請求項３に記載のメモリカードアダプタにおいて、
　前記メモリカードスロットに装着された前記メモリカード内の前記認証情報もしくは前
記認証ステータスを前記画面上に表示する認証ボタンをさらに具備することを特徴とする
メモリカードアダプタ。
【請求項５】
　請求項１に記載のメモリカードであって、
　前記メモリカードは、複数のＲＦ周波数モジュールと、前記複数のＲＦ周波数モジュー
ルとの接続を制御するＲＦスイッチング回路と、前記非接触ＩＣカードアンテナコイル接
続端子を介して通信する複数のＲＦ周波数モジュールを前記ＲＦスイッチング回路により
切り替え、外部のホストにアクセスすることによって電子決済を行う電子決済機能とを有
することを特徴とするメモリカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリカードアダプタ及びメモリカードに係り、特にＩＣカード機能とフラ
ッシュメモリインターフェースを持つフラッシュメモリカードと電気信号の送受信を行う
際のユーザの利便性を向上するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＣカードと呼ばれるプロセッサをカード内に内蔵したカードが、電子情報の保
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管や電子マネーの仲介媒体等として注目されている。ＩＣカードとは、主に内部のＩＣカ
ードモジュールにＣＰＵ（中央演算処理装置）を内蔵しているカードのことを指す。ＩＣ
カードのメモリにはＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどが使用される。ＩＣカードは、カード自身
に演算機能を持つため、ホストからの読み書き指示の際、正しいユーザからアクセスが行
われたものかどうか自身で判断する機能を持つ。また、ＣＰＵ自体の偽造が困難であるた
め、ＩＣカードモジュールの発する情報の改ざんや、不正にＩＣカードモジュール内部に
アクセスすることが難しい。このため、高いセキュリティレベルを持つシステムを構築可
能である。多くのＩＣカードは、ユーザの登録した個人認証番号（ＰＩＮコード）とカー
ド内部に保持されたＰＩＮコードを照合するなどして、ＩＣカード内の情報を適切にリー
ダライタ、もしくはホストに出力するか、もしくはしないか等の制御を行うことが可能で
ある。
【０００３】
　電子情報の保管や電子マネーの仲介媒体等にて使用されているＩＣカードの多くはＩＤ
－１タイプと呼ばれる大きさのカードで、通信方式は、ＩＣカードリーダにカードを挿入
して電気信号を通信する「接触式」と、ＩＣカードリーダにＩＣカードを密着させるか、
もしくは近付けることにより電磁結合などの作用により情報を通信する「非接触式」に大
別される。
【０００４】
　ＩＣカードは内部にＥＥＰＲＯＭやＲＡＭなどの書き換え可能なメモリを持ち、ユーザ
やカード発行者のアプリケーションや情報を格納することができる。ＩＣカードは、外部
から入力される情報に対し、その該当するカード内にしか存在し得ない情報（秘密鍵等）
を用いた演算をするなどして、カード外部にカード所有者のみしか知りえない情報もしく
は作りえない情報などを出力することでカード所有者を認証させたり、否認防止のための
情報を出力したりすることが可能である。
【０００５】
　フラッシュメモリカードは、不揮発性のメモリモジュールを内蔵したメモリカードでユ
ーザの情報をメモリカード内に記憶することが可能である。フラッシュメモリカードの多
くは第３者からの攻撃に対するハードウェア的な耐久性（耐タンパ性）を持っておらず、
盗難、紛失時にカードが分解され、カード内のメモリもしくはコントローラを解析される
ことにより保持している情報が第３者に漏洩する可能性が存在する。
【０００６】
　また、特許文献１に記載されるようにフラッシュメモリインターフェースとＩＣカード
機能を持つフラッシュメモリカードが開示されている。このフラッシュメモイリンターフ
ェースとＩＣカード機能を持つフラッシュメモリカードは、その記録容量の大きさから、
パソコンやワークステーションに記録されたユーザの保管文書や設定ファイル等をカード
内にエクスポートして持ち歩くために都合がよい。
【０００７】
　また、特許文献２には、接触式、非接触式で使用できるアンテナ用コイルを内蔵したプ
ラグイン型ＩＣカードを保持するためのカードアダプタが開示されている。さらに、特許
文献３には、接触型ＩＣカードを非接触型ＩＣカード用のリーダライタで使用可能なＩＣ
カード変換アダプタ装置が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２０９７７３号公報
【０００９】
【特許文献２】特開２００２－２９９３７７号公報
【特許文献３】特開２００１－１４３０２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前述のＩＣカード機能を持つフラッシュメモリカードは、パソコンもしくはＰＤＡ（Pe
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rsonal Digital Assistants）もしくは携帯電話などの機器から読み取りやすい大きさに
設定されており、おおむねＩＤ－１タイプのＩＣカードの大きさと比較して小さいものと
なっている。このため、ユーザが自宅やオフィスの外に持ち出して、メモリカード内のＩ
Ｃカード機能を利用し、複数のホストやリーダライタのそれぞれに接続をし、何らかのユ
ーザ認証もしくは否認防止情報の出力などを行う場合、その利用するホストや、リーダラ
イタ間での接続を行う際に、不慣れなユーザには取り扱いがしにくく、大きさの小ささの
ため紛失しやすいと感じてしまう危険性がある。
【００１１】
　また、ＩＤ－１タイプのＩＣカードは、財布などに収納しやすい大きさであり、セキュ
リティレベルの高い情報の保管庫であるが、ＩＣカードに記録できるユーザデータの最大
の容量は現状多くとも数十キロバイト～数キロバイト程度である。現在一般的なパーソナ
ルコンピュータ（ＰＣ）の使用者がＰＣのストレージ上に持っているデータは、保管文書
や設定ファイル等を含めて数百メガバイトを超える場合が多い。これらのデータを一つの
ＰＣ上で使用するとすると、単純に安全性の確保された補助記憶装置上にストアしておけ
ばよい。しかし、例えば複数のホストやリーダライタ間にて情報を安全に格納し持ち歩く
デバイスとしてＩＣカードを利用したいと考えると、ＩＣカードは不適当である。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、大容量のファイルを安全に格納し持ち歩くことができ、イン
ターフェースが多種で、かつＩＣカード機能のように安全な格納システムを持ち、ユーザ
の利便性を向上させるメモリカードアダプタを提供することにある。
【００１３】
　また、そのメモリカードアダプタに使用可能なメモリカードを提供することも本発明の
目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本願において開示される本発明の代表的手段の一例を示せば、次の通りである。すなわ
ち、上記の目的を達成するために本発明に係るメモリカードアダプタは、基板上に不揮発
性メモリと不揮発性メモリコントローラと複数の端子とが実装されたメモリカードが挿入
されるメモリカードスロットと、前記メモリカードスロットに挿入されるメモリカードと
通信する複数の接続端子を有するコネクタと、前記コネクタの複数の接続端子を介して接
続される前記メモリカードとホストとの間でＰＣカード制御コマンドの通信を行うＰＣカ
ード接続端子と、前記メモリカードと前記ホストとの間で、前記ＰＣカード接続端子を介
して入力される前記ホストからのコマンドにより前記メモリカードへのアクセス制御を行
うメモリカードアダプタコントローラと、前記コネクタに接続されるメモリカードと前記
ホストとの間で、前記メモリカードアダプタコントローラを介してメモリカード制御コマ
ンドの通信を行うための接触型ＩＣカード外部端子と、前記コネクタに接続されるメモリ
カードと前記ホストとの間でＩＣカードコマンドの通信を行うためのアンテナとを具備す
ることを特徴とするものである。
【００１５】
　また、本発明に係るメモリカードは、基板上に不揮発性メモリ機能と、ＩＣカード機能
と、不揮発性メモリコントロール機能とを具備する少なくとも一つの集積回路が実装され
たメモリカードであって、前記メモリカードは、さらに非接触ＩＣカードアンテナコイル
接続端子と、メモリカード外部端子と、接触型ＩＣカード外部端子と、接続されるメモリ
カードアダプタもしくはリーダライタの出力に応じて前記集積回路への入力を制御するス
ィッチング回路とを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ＩＣカード機能を搭載したメモリカードを非接触ＩＣカード用アンテ
ナコイルを搭載したアダプタに挿入して用いることにより、メモリカード内のＩＣカード
の非接触ＩＣカード機能を実行することが可能である。また、メモリカード機能もしくは
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接触型ＩＣカード機能を利用できるため、ユーザの利便性が向上する。
【００１７】
　また、本発明に係るＩＣカード機能を搭載したメモリカードは、非接触ＩＣカードアン
テナコイル接続端子、メモリカード外部接続端子、および接触型ＩＣカード外部端子と、
接続するアダプタもしくはリーダライタの出力に応じて集積回路への入力を制御するマト
リクススイッチング回路とを有するので、ユーザは接続するメモリカードアダプタの選択
範囲が増え、利便性がよくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら以下詳細に説明する。なお、図
面中にて同一の参照番号を付したものは、同一の機能を有する構成要素を示し、説明の便
宜上、その詳細な説明は省略する。
【００１９】
　＜実施形態１＞
  図１から図５（ａ）を用いて、本発明に係るメモリカードアダプタの第１の実施形態を
説明する。
  図１（ａ）及び図１（ｂ）は、本発明の第１の実施形態を示すメモリカードアダプタの
斜視図であり、図１（ａ）はメモリカードアダプタの表面から、図１（ｂ）はメモリカー
ドアダプタの裏面から観た図である。
【００２０】
　メモリカードアダプタ１００は、メモリカードスロット１０１、誘導結合用アンテナコ
イル１０２及び１０３、複数のコネクタ１０４、複数の接続端子１０５、ＰＣカード用接
続端子１０８、接触型ＩＣカード外部端子１２０ａ～１２０ｈ、配線１２１及び１２２、
イジェクトボタン１２３、イジェクト機構１２４、及びメモリカードアダプタコントロー
ラ１３０を持つ。メモリカードスロット１０１に挿入されるメモリカード１０６は、端子
配置面に複数の端子１０９を持つ。複数の端子１０９のうちの２つはＲＦ端子１１０ａ及
び１１０ｂである。メモリカード１０６の端子配置面の裏面には印刷面１０７があり、メ
モリカード１０６の記録内容を示す文字やロゴやタイトルやユーザの写真等を記載したラ
ベルが貼り付けられたり、直接印刷されたり、ラベルをはがせないように加工したりでき
るようにされている。例えば、メモリカード１０６の主な利用目的が個人認証である場合
、メモリカード１０６内の機能を電気的に確認する作業の他にも、メモリカード１０６上
の印刷や張り替え防止機能のついたラベル上の写真を視認する作業によっても、個人認証
を行うことが可能になる。メモリカードアダプタ１００にメモリカード１０６を挿入後も
外部から容易に印刷面１０７が閲覧できるように、メモリカードスロット１０１には切り
欠き部分もしくは透明部分が設けられている。
【００２１】
　コネクタ１０４と接続端子１０５はそれぞれ接続されており、コネクタ１０４はメモリ
カードスロット１０１に挿入されるメモリカード１０６の複数の端子１０９、ＲＦ端子１
１０ａ、及び１１０ｂと密着し電気信号を通信する機構となっている。コネクタ１０４の
端子数は、スロット１０１に挿入されるメモリカード１０６の複数の端子１０９と２つの
ＲＦ端子１１０ａ及び１１０ｂに対応する数が用意される。メモリカードアダプタコント
ローラ１３０は、複数の接続端子１０５及びコネクタ１０４を介してメモリカード１０６
と通信を行い、ＰＣカード用接続端子１０８を経由して入力される図示しないホストから
のコマンドによりメモリカード１０６へのアクセスを行う。イジェクトボタン１２３は、
メモリカード１０６をメモリカードスロット１０１より外す際に押し下げられるボタンで
あり、押し下げられるとイジェクト機構１２４内のメモリカード１０６をロックする機構
が解除され、メモリカード１０６がメモリカードアダプタ１００の外部に排出され、ユー
ザがメモリカード１０６を取り出しやすくなる。また、ユーザがメモリカードスロット１
０１の切り欠き部に指を添えてメモリカード１０６をイジェクトしようとした場合にはイ
ジェクト機構１２４のロックは解除される。
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【００２２】
　接触型ＩＣカード外部端子１２０ａ～１２０ｈは、接触型ＩＣカードと図示しない接触
型リーダライタとの通信を行う端子である。接触型ＩＣカード外部端子１２０ａ～１２０
ｈは、順に、回路電圧端子、リセット信号端子、クロック信号端子、予備端子１、グラン
ド端子、書き込み供給電圧端子、データ入出力信号端子、予備端子２である。
【００２３】
　メモリカードアダプタ１００は、ＰＣ　Ｃａｒｄ（ＰＣカード）Ｓｔａｎｄａｒｄに準
拠する薄い長方形のカード型であり、一般的なＩＤ－１タイプのＩＣカードやクレジット
カードと同等である幅約８５．６ｍｍ高さ約５４．０ｍｍのサイズである。また、厚みは
挿入すべきメモリカードの厚みより厚くなっており、厚さは約３．３ｍｍ、約５．０ｍｍ
、約１０．５ｍｍのいずれかとなっており、ＰＣカード　Ｓｔａｎｄａｒｄに準拠する。
メモリカードアダプタ１００の短辺方向の上端には６８ピンのＰＣカード用接続端子１０
８があり、ホストのＰＣカードアダプタに接続可能になっている。メモリカードアダプタ
１００の利用者は、メモリカードをメモリカードスロット１０１内に複数の端子１０５と
複数の端子１０９が接続する方向に挿入する。メモリカードスロット１０１に挿入された
メモリカード１０６は、メモリカード１０６の複数の端子１０９とＲＦ端子１１０ａ及び
１１０ｂを密着させる機構であるコネクタ１０４の働きにより接続される。
【００２４】
　メモリカード１０６の端子配置面には、１つ乃至２つの列を構成する端子列が設置され
ている。また、メモリカードは端子の他に、図３に示すように、コントローラチップ２０
１、フラッシュメモリ２０２、ＩＣカードモジュール２０３、ＲＦモジュール２０４及び
２０５、ＲＦスイッチング回路２０６を持つ。以降、メモリカード１０６がマルチメディ
アカード（MultiMediaCard）規格に乗っ取ったメモリカードであると仮定して説明を行う
が、その他のメモリカード規格であったとしてもよい。なお、マルチメディアカードは、
インフィニオンテクノロジーズＡＧ社（Infineon Technologies AG）の登録商標であり、
以下「ＭＭＣ」と略記する。
【００２５】
　２つの端子列のうちのメモリカード１０６の外周近くに配置された端子列は、一般的な
メモリカードのメモリカード端子として動作するように設計されている。外周近くに配置
された端子列は、順に、ＳＰＩ（Serial Peripheral Interface）モードでは、データ出
力端子、グランド端子、クロック入力端子、電源電圧端子、グランド端子、データ入力端
子、チップセレクト端子として、マルチメディアカードモードでは、データ入出力端子、
グランド端子、クロック入力端子、電源電圧端子、グランド端子、コマンド端子、データ
端子として機能する。
【００２６】
　また、端子列の第２列は、接触型ＩＣカード機能もしくは非接触型ＩＣカード機能を利
用する際に利用するＩＣカード端子と、ＲＦ端子１１０ａ及び１１０ｂにて構成される。
メモリカードアダプタ１００にメモリカード１０６を挿入する場合、以下のような接続が
なされる。ＩＣカード端子１０９は、メモリカードアダプタ１００上の後述するＩＣカー
ド端子に対応する１２０ａ～１２０ｈのいずれかと接続される。接触型ＩＣカード外部端
子１２０ａ～１２０ｈのうちの２つの端子は、メモリカード端子１０９のいずれかと必要
に応じて接続される。ＲＦ端子１１０ａ及び１１０ｂは、それぞれメモリカードアダプタ
１００上のコネクタ１０４及び接続端子１０５を経由して配線１２１及び配線１２２と接
続される。配線１２１及び配線１２２は、それぞれ、誘導結合用アンテナコイル１０２及
び１０３と接続される。
【００２７】
　図３を用いて、メモリカード１０６、メモリカードアダプタ１００、及びホスト３００
～３０２の通信に関して説明する。図３に示すメモリカードは、ＭＭＣ規格に乗っ取った
メモリカードであると仮定して説明を行うが、その他のメモリカードであってもよい。
【００２８】
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　メモリカード１０６は、図示するようにホスト３００、３０１、３０２とそれぞれ非接
触型ＩＣカードインターフェース、接触型ＩＣカードインターフェース、メモリカードイ
ンターフェースを用いて同時もしくは個別にアクセスすることが可能である。ここで、ホ
スト３００～３０２は異なるホストでも良いし、同一のホストでも良い。ホスト３００～
３０２は、それぞれ非接触型ＩＣカードリーダライタ３１０、接触型ＩＣカードリーダラ
イタ３１１、及びＰＣカードリーダライタ３１２と接続する。非接触型ＩＣカードリーダ
ライタ３１０は、メモリカードアダプタ１００内の誘導結合用アンテナコイル１０２及び
１０３を介して近傍型ＩＣカードの変調方式と符号化方式に従って、通信を行う。選択さ
れる変調方式と符号化方式は、例えば、振幅シフトキーイング方式と「４中１データ伝送
」等である。
【００２９】
　誘導結合用アンテナコイル１０２及び１０３は、メモリカードアダプタ１００内にてコ
ネクタ１０４のうちの２つと接続されており、メモリカード１０６が挿入されるとコネク
タ１０４はＲＦ端子１１０ａ及びＲＦ端子１１０ｂと接続される。接触型ＩＣカードリー
ダライタ３１１の中に、メモリカードアダプタ１００が挿入されると、接触型ＩＣカード
リーダライタ３１１の図示しない端子と接触型ＩＣカード端子１２０ａ～１２０ｈとが接
続される。接触型ＩＣカード端子１２０ａ～１２０ｈは、複数の接続端子１０５及び複数
のコネクタ１０４を介して複数の端子１０９の一部である接触型ＩＣカード端子３２０と
接続される。
【００３０】
　フラッシュメモリ２０２は、不揮発性の半導体メモリであり、メモリカードインターフ
ェース３２１からコントローラチップ２０１を介して送られるコマンドによって、データ
の記録再生を行うものである。メモリカードインターフェース３２１はメモリカードアダ
プタ１００を介して、もしくは図示しないメモリカード用リーダライタの機器を介して、
ホスト等との通信のための７つの端子により構成される。例えば、メモリカードの従う仕
様がＭＭＣの仕様であるとすると、７つの端子（メモリカードインターフェース３２１）
の使用方法はＭＭＣモードとＳＰＩモードの２種類の動作法が規定されており、それぞれ
の動作モードによって利用される方法は異なる。
【００３１】
　メモリカード１０６の構成要素であるフラッシュメモリ２０２、ＩＣカードモジュール
２０３、及びコントローラチップ２０１は、別々のチップが基板上に実装されるように記
載されているが、それぞれ任意の組み合わせで、同等の機能を持つ１つのチップで構成さ
れ実装されていてもよい。
【００３２】
　ＲＦモジュール２０４，２０５は、ＩＣカードモジュール２０３とは異なる第２、第３
のＲＦ入出力機能を持つモジュールである。ＲＦスイッチング回路２０６は、ＲＦ入出力
があった場合に適切にＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂに対し、ＩＣカードモジュール２０３
、ＲＦモジュール２０４、及び２０５を接続させたり切り離したりする回路である。
【００３３】
　ＲＦモジュール２０５は、２．４ギガヘルツ帯の近距離無線通信規格（以下、「近距離
無線通信規格」と呼ぶ）にのっとったＲＦ通信を行う機能を持つか、低周波帯、１３．５
６メガヘルツ帯、及びマイクロ波帯等を利用するＲＦＩＤ(Radio Frequency-Identificat
ion：電波方式認識)機能を持つ。ＲＦモジュール２０５は、必要に応じてコントローラチ
ップ２０１と接続され、コントローラチップ２０１から給電及び信号の入出力を受けても
よい。ＲＦモジュール２０５がコントローラチップ２０１から給電及び信号の入出力を受
ける場合、ＲＦスイッチング回路２０６はＲＦ端子１１０ａ及び１１０ｂに対してＲＦモ
ジュール２０５からの信号の送信を行う。
【００３４】
　ＲＦスイッチング回路２０６がＲＦモジュール２０５からの信号を発している間は、Ｒ
Ｆスイッチング回路２０６とＩＣカードモジュール２０３及びＲＦモジュール２０４との



(8) JP 4599081 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

通信は遮断される。つまり、通信遮断中に、ＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂから信号の入力
があるか、ＩＣカードモジュール２０３及びＲＦモジュール２０４から信号の出力がある
としても、ＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂとＩＣカードモジュール２０３及びＲＦモジュー
ル２０４との通信は行われない。ＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂとＩＣカードモジュール２
０３及びＲＦモジュール２０４との間の通信路が復旧するのは、ＲＦスイッチング回路２
０６とＲＦモジュール２０５間の通信が停止するか、コントローラチップ２０１がＲＦス
イッチング回路２０６のリセットを行ったときである。
【００３５】
　ＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂから信号の入力がある場合は、ＲＦスイッチング回路２０
６は、ＲＦスイッチング回路２０６内の検波整流機能を利用して動作し、ＩＣカードモジ
ュール２０３、ＲＦモジュール２０４、及び２０５にその信号を入力する。ＲＦスイッチ
ング回路２０６内の検波整流機能により、入力された信号について、ＩＣカードモジュー
ル２０３、ＲＦモジュール２０４、及び２０５のいずれかに向けた信号であるかを判別で
きる場合は、適切であると判別されたいずれかのモジュールに対して信号を送り、それ以
外のモジュールに対しては信号を遮断する。判別ができない場合は、各モジュールに信号
を送信し、各モジュール内の検波整流機能により、入力された信号が自身に対するものか
否かの判別を行わせる。
【００３６】
　ＲＦスイッチング回路２０６が、ＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂと、ＩＣカードモジュー
ル２０３、ＲＦモジュール２０４，２０５との通信を遮断するのは、ＲＦスイッチング回
路２０６が無信号入力状態から、ＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂと特定のモジュールとの通
信が開始されたことを判別できた際であり、遮断はその特定のモジュールとの通信に移行
した瞬間に開始される。また、通信の遮断が終了するのは、通信が行われていたモジュー
ルからの信号の入力が停止するか、コントローラチップ２０１がＲＦスイッチング回路２
０６のリセットを行ったときである。
【００３７】
　ＩＣカードモジュール２０３がＲＦモジュール２０４及び２０５の持つ機能を持つこと
が可能か、もしくはＲＦモジュール２０４及び２０５の持つ機能が不要な場合は、ＲＦモ
ジュール２０４、２０５、及びＲＦスイッチング回路２０６を設けなくてもよい。
【００３８】
　図４は、ＩＣカードモジュール２０３の内部構成を示した図である。ＩＣカードモジュ
ールは、無線インターフェース４０１、電源電圧出力回路４０２、ＣＰＵ４０３、メモリ
４０４、コプロセッサ４０５、電源電圧端子４１２、リセット端子４１３、クロック端子
４１４、グランド端子４１５、書込供給電源端子４１６、データ入出力端子４１７、２つ
の予備端子４１８，４１９、非接触入出力端子４１０，４１１、及びマトリックススイッ
チング回路４２０により構成される。なお、予備端子４１８，４１９は、非接触入出力端
子４１０，４１１と共用しても良い。
【００３９】
　無線インターフェース４０１は、非接触端子４１０，４１１より送られてきた信号から
クロックと入力データを抽出し、カード内部に送信する。また、カード内部から出力され
るデータを非接触端子４１０，４１１に対して送信する。電源電圧出力回路４０２は、非
接触端子４１０，４１１より送られてきた信号から電力を誘起して整流し、マトリックス
スイッチング回路４２０に送電する。
【００４０】
　マトリックススイッチング回路４２０は、電源電圧端子４１２と電源電圧出力回路４０
２の出力とを比較し、電源電圧端子４１２からの電力供給がある場合には、ＣＰＵ４０３
、メモリ４０４、及びコプロセッサ４０５へはＩＣカード外部端子からのオペレーション
が実行されるように入出力の切り替えを行う。逆に、電源電圧出力回路４０２からの電力
供給がある場合には、ＣＰＵ４０３、メモリ４０４、及びコプロセッサ４０５へは非接触
端子４１０及び４１１からのオペレーションが実行される。ＩＣカードモジュール２０３
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内部が非活性の状態から、最初に電力供給があった側のオペレーションが実行されるため
、両方の電力供給があっても先に電力供給のあった側のオペレーションが行われ、一方は
一切無視される。
【００４１】
　ここでは、マトリックススイッチング回路４２０は、電源電圧端子４１２と電源電圧出
力回路４０２の出力とを比較し、出力のあったインターフェースのオペレーションを実行
するとしたが、クロック端子４１４と無線インターフェース４０１の出力するクロックと
を比較し、出力のあったインターフェースのオペレーションを実行するように構成しても
よい。その場合も同様にＩＣカードモジュール内部が非活性の状態から、最初のクロック
供給があった側のオペレーションが実行されるため、両方の電力供給があっても先にクロ
ック供給のあった側のオペレーションが行われ、一方は一切無視される。
【００４２】
　無線インターフェース４０１もしくは端子４１２乃至４１９より送られてきた信号を元
に、ＣＰＵ４０３、メモリ４０４、及びコプロセッサ４０５は、ＩＣカードコマンドの実
行を行う。この際、入力されるコマンドは、接触型ＩＣカードもしくは近傍型非接触ＩＣ
カードのコマンド体系に従うものである。マトリックススイッチング回路４２０は、優先
してきた側の電力供給もしくはクロック供給が終了することにより、ＩＣカードモジュー
ル２０３を非活性にする。
【００４３】
ここで、図３に示したマトリックススイッチング回路３２２は、ＩＣカードモジュール２
０３内のマトリックススイッチング回路４２０と同様に、コントローラチップ２０１とＩ
Ｃカード端子３２０の行う電源供給、もしくはクロック供給、もしくはデータ送信の状況
を監視し、入力のある回路からのオペレーションが実行されるように入出力の切り替えを
行う。ＩＣカードモジュール内部が非活性の状態から、最初の電力供給があった側のオペ
レーションが実行されるため、両方の電力供給、もしくはクロック供給、もしくはデータ
送信があっても、先に供給もしくは送信のあった側のオペレーションが行われ、一方は一
切無視される。マトリックススイッチング回路３２２は、ＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂへ
の信号の入力については、特に関知しないで動作する。関知せずとも、ＩＣカードモジュ
ール２０３内のマトリックススイッチング回路４２０が制御を行うためである。
【００４４】
　メモリカード１０６は、表裏を誤って挿入しないように図５（ａ）に示すメモリカード
５００のようにカードアダプタ１００に挿入する際に、カードスロット１０１の表面側で
ある上面に溝などを設けてもよい。この溝５０３，５０４は階段状であってもよいし、勾
配を持たせてもよい。また、メモリカードスロット１０１の形状はメモリカード１０６の
切り欠き部分にあわせておくことにより、表裏及び左右などに誤って挿入されることが防
げる構造となる。
【００４５】
　また、本実施形態の誘導結合用アンテナ１０２，１０３は、近傍型の非接触ＩＣカード
機能に対応したものとしたが、近接型などの他の非接触ＩＣカード機能に対応していても
まったく同様の効果を持つ。
【００４６】
　図３におけるホスト機器は、例えば、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、
デジタルスチルカメラ、ビデオカメラ、ＰＤＡ、音楽再生（録音）装置、携帯電話、ＡＴ
Ｍ（現金自動支払機）、販売時点商品管理システム、街角端末、ＩＴＳ（Intelligent Tr
ansport Systems）用送信機、券売機、電子決済端末、改札機、自動販売機、入退室管理
装置、ゲーム機、公衆電話、電子財布、有料放送受信機、医療カード管理装置等が該当す
る。
【００４７】
　例えば、メモリカードを非接触ＩＣカードアンテナコイル接続端子を介して通信する複
数のＲＦ周波数を切り替え可能に構成して、電子決済を行うホスト機器、もしくは電子決
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済を行う機器通信を行うホスト機器とのアクセスが可能な電子決済機能付きメモリカード
とすることも可能である。その場合、ＲＦ端子を各ＲＦ周波数に対応するアンテナの一部
又は全部と、接続される構成としてもよい。また、メモリカードの端子数を増加させない
ために、メモリカードの電源ラインやグランドラインとＲＦラインを共通化してもよい。
【００４８】
　非接触型ＩＣカード端子１２０ａ～１２０ｈは、利用者が非接触型ＩＣカード端子を利
用しない用途では省略してもよい。
【００４９】
　上記のように、本実施形態に示したメモリカード１０６及びメモリカードアダプタ１０
０は、ＩＣカード機能を搭載したメモリカードに対し、メモリカードインターフェース、
接触型ＩＣカードインターフェース、及び非接触型ＩＣカードインターフェースを介して
ホストとアクセスする際に使い勝手良く利用できるメモリカード及びメモリカードアダプ
タを構成する。
【００５０】
　すなわち、ユーザがＩＣカード機能を搭載したメモリカードのＩＣカード機能及びメモ
リカード機能を利用する使い勝手を向上することができる。また、メモリカード上に本人
確認用の印刷面を設け、またメモリカードアダプタに切り欠き部を設けることにより、メ
モリカードアダプタは電気的通信を行わなくても視認による本人認証が可能な認証装置と
して利用可能なため、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【００５１】
　また、本実施形態のメモリカードアダプタを更に使い勝手をよくするために、メモリカ
ード１０６から入力されるＲＦ信号の電力を増幅もしくは変換させる機構をメモリカード
アダプタ１００の内部に設けてもよい。この際、当該機構への給電は、ＰＣカード端子１
０８、接触型ＩＣカード端子１２０ａ～１２０ｈ、メモリカードアダプタ内の図示しない
電池のいずれかより行われる。
【００５２】
　本実施の形態では、配線１２１，１２２は、アンテナコイル１０２，１０３を誘導結合
用コイルと接続されると説明したが、メモリカード１０６内で扱われるＲＦの周波数に応
じて、例えば近接型アンテナコイルや、ＲＦＩＤ用アンテナコイル、近距離無線通信規格
用アンテナと適切に接続される構成であってもよい。
【００５３】
　＜実施形態２＞
  次に、図５（ｂ）及び図６を用いて、本発明に係るメモリカードアダプタの第２の実施
形態を説明する。
  図６は、本発明の第２の実施形態を示すメモリカードアダプタの斜視図である。メモリ
カードアダプタ６００は、本発明の第１の実施形態のメモリカードアダプタ１００と同様
に、ＩＣカード機能を搭載したメモリカードに対し、メモリカードインターフェース、接
触型ＩＣカードインターフェース、及び非接触型ＩＣカードインターフェースを介してホ
ストとアクセスする際に使い勝手良く利用できるメモリカードアダプタである点は同様で
あるが、メモリカードアダプタの長辺側にメモリカードスロット６０１が設置されている
点が異なる。
【００５４】
　ここで、カードスロット６０１及びメモリカード５０１は、図５（ｂ）に示すように表
裏を誤って挿入しないように、カードスロットの切り欠き側である上面に溝などを設けて
もよい。この溝５０４及び５０５は階段状であってもよいし、勾配を持たせたものでもよ
い。
【００５５】
　上記のように、本実施形態に示したメモリカード及びメモリカードアダプタは、第１の
実施形態に示したメモリカード及びメモリカードアダプタと同様の効果をもつメモリカー
ド及びメモリカードアダプタを構成する。すなわち、ユーザがＩＣカード機能を搭載した
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メモリカードのＩＣカード機能及びメモリカード機能を利用する使い勝手を向上すること
ができる。また、メモリカード上に本人確認用の印刷面を、またメモリカードアダプタに
切り欠き部を設けることにより、メモリカードアダプタは電気的通信を行わなくても視認
による本人認証が可能な認証装置として利用可能なため、ユーザの使い勝手を向上させる
ことができる。取り付け位置が本発明の第１の実施形態のメモリカードアダプタ１００と
異なり長辺側であるため、メモリカードスロット６０１の左右の構造が強固になる特徴を
もつ。
【００５６】
　＜実施形態３＞
  次に、図７を用いて本発明に係るメモリカードアダプタの第３の実施形態を説明する。
  図７は、本発明に係るメモリカードアダプタの第３の実施形態を示す斜視図であり、同
図（ａ）は表面の斜視図、同図（ｂ）は裏面の斜視図である。メモリカードアダプタ７０
０は、第１の実施形態のメモリカードアダプタ１００と比較して、ＰＣカード用接続端子
１０８、配線１２１，１２２、及びメモリカードアダプタコントローラ１３０を持たない
点が異なる。アンテナコイル７０２は、近接型ＩＣカードに対応したアンテナコイルであ
る。例えば近接型ＩＣカードの一例は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３規格にて構造及び動作
範囲が規定されている。近接型アンテナコイル７０２は、図１に示す誘導結合用アンテナ
コイル、ＲＦＩＤ用アンテナコイル、近距離無線通信規格用コイルのように、メモリカー
ドアダプタのサポートする非接触ＩＣカード機能もしくはＲＦモジュールの機能に対応し
たアンテナコイルでもよい。
【００５７】
　本実施形態のメモリカードアダプタ７００は、メモリカード１０６の複数の端子１０９
に対し、接触型ＩＣカード外部端子１２０ａ～１２０ｈ、及び近接型アンテナコイル７０
２と接続するコネクタ１０４を有しているが、メモリカード機能を利用する通信手段をメ
モリカードアダプタ７００内に特に持たない。図７内では、メモリカードの端子に対応す
る数のコネクタ１０４及び接続端子１０５が示されているが、不要なコネクタ及び接続端
子は省略してもよい。また、メモリカード１０６は、一般的なメモリカードリーダライタ
に挿入することにより、メモリカードとして機能するように設計されている。
【００５８】
　メモリカードアダプタ７００のメモリカードスロット７０１側の厚みは、メモリカード
より厚いものであるが、接触型ＩＣカード外部端子１２０ａ～１２０ｈ付近側（図７上方
側）は約０．６８～０．８４ｍｍの厚さとなっている。この厚みの範囲は、ＩＣカードの
規格にて規定されるＩＤ－１タイプのＩＣカードの厚みの範囲と同じである。このため、
接触型ＩＣカード外部端子１２０ａ～１２０ｈを利用して通信する図示しないリーダライ
タを、一般的なＩＤ－１タイプのＩＣカードリーダライタから大きな変更無く作成できる
特徴を持つ。
【００５９】
　また、メモリカードアダプタ７００において、厚さの薄い部分が存在することにより、
ユーザの使用感が向上する。メモリカードスロット近傍の厚さの厚い部分は図７において
は長方形に示したが、必要に応じてメモリカードスロットを包む多角形、半円、楕円など
他の形の、さらに小さな領域としても良い。配線７０３，７０４，７０５は、近接型アン
テナコイル７０２とメモリカード１０６のＲＦ端子１１０ａ，１１０ｂを、接続端子１０
５及びコネクタ１０４を通して通電するための配線である。配線７０５は、近接型アンテ
ナコイル７０２と接触しないようにするブリッジ配線である。接触型ＩＣカード外部端子
１２０ａ～１２０ｈは複数の接続端子１０５のいずれかと接続し、コネクタ１０４及び端
子１０９を介してメモリカード１０６と接続されている。
【００６０】
　上記のように、本実施形態に示したメモリカードアダプタは、ＩＣカード機能を搭載し
たメモリカードに対し、接触型ＩＣカードインターフェース及び非接触型ＩＣカードイン
ターフェースを介してホストとアクセスする際に使い勝手良く利用できるメモリカードア
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ダプタである。すなわち、本実施形態によれば、ユーザがＩＣカード機能を搭載したメモ
リカードのＩＣカード機能及びメモリカード機能を利用する使い勝手を向上することがで
きる。
【００６１】
　＜実施形態４＞
  次に、図８を用いて本発明に係るメモリカードアダプタの第４の実施形態を説明する。
  図８は、本実施形態のメモリカードアダプタとメモリカードとの接続関係を示す図であ
る。メモリカードアダプタ８０１は、メモリカード８００とコネクタ８０２により接続し
使用する。メモリカードアダプタ８０１が不要な場合は、コネクタ８０２のロックを解除
し、メモリカード８００のみ使用可能である。メモリカード８００は、端子配置面にメモ
リカード８００の準拠するメモリカードの仕様に従ったメモリカード端子８０６が配置さ
れている。メモリカード８００には、ＲＦ端子８０３ａ，８０３ｂが配置されている。Ｒ
Ｆ端子８０３ａ，８０３ｂは、コネクタ８０２によってメモリカード８００とメモリカー
ドアダプタ８０１とが接続された状態において、メモリカードアダプタ８０１のＲＦ端子
８０４ａ，８０４ｂと接続される。ここで、ＲＦ端子８０４ａ，８０４ｂは、コネクタ８
０２の機構の一部となっていても良い。アンテナコイル８０５は、基板上に適切に配線さ
れ、その終端をそれぞれＲＦ端子８０４ａ及び８０４ｂと接続されている。
【００６２】
　ここで、メモリカードアダプタ８０１と接続したメモリカード８００は、全体で、別の
準拠するメモリカードの規格に定められた形状となっている。このため、メモリカードア
ダプタ８０１とメモリカード８００を接続したものは、メモリカード８００とは別の大き
さもしくは別の規格のメモリカードとして使用することが可能である。また、非接触イン
ターフェースを持ったリーダライタと組み合わせることにより、ＩＣカードとしても機能
する。
【００６３】
　また、メモリカード８００，９０１は利用する際にＲＦ端子を外部に露出している。こ
のため、露出したＲＦ端子には、アダプタ側でコイルやキャパシタなどを接続することに
より、インダクタンス調整などの作業が容易に行える。
【００６４】
　上記のように、本実施形態に示したメモリカード及び対応するメモリカードアダプタは
、ＩＣカード機能を搭載したメモリカードに対して、非接触型ＩＣカードインターフェー
スを介してホストとアクセスする際に、様々な形状のメモリカードアダプタに対応し、使
い勝手良く利用できるメモリカード及びメモリカードアダプタを構成する。すなわち、本
実施形態によれば、ユーザがＩＣカード機能を搭載したメモリカードのＩＣカード機能及
びメモリカード機能を利用する際の使い勝手を向上することができる。
【００６５】
　＜実施形態５＞
  次に、図９及び図１０を用いて、本発明に係るメモリカードアダプタの第５の実施形態
を説明する。
図１０は、本発明に係る第５の実施形態のメモリカードアダプタとメモリカードの接続関
係を示す図である。図１０（ａ）はメモリカードアダプタをメモリカード挿入方向からの
斜視図であり、電池蓋を取り外した状態を示している。図１０（ｂ）は、ボタン及び画面
方向からの斜視図である。
【００６６】
　メモリカードアダプタ１００１は、メモリカード９０１のアダプタと携帯電話を兼ね備
えた機能を持っている。ここで、メモリカードアダプタ１００１は、アンテナ１００２、
画面１００３、認証ボタン１００４、複数のボタン１００５、電源端子１００６ａ，１０
０６ｂ、コネクタ１００７、電池１００８、電池蓋１００９、複数の端子１０１０、端子
１０１１ａ，１０１１ｂ、アンテナコイル１０１２，１０１３、メモリカードスロット１
０１４、及びロック機構１０１５を持つ。
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【００６７】
　メモリカードアダプタ１００１のユーザは、メモリカードスロット１０１４にメモリカ
ード９０１を挿入して使用する。メモリカードアダプタ１００１に挿入されるメモリカー
ド９０１は、図９に示すようにカード内にＩＣカードモジュール９０２、端子９０３ａ，
９０３ｂ，９０４ａ，９０４ｂ、アンテナコイル９０５、及び複数の端子９０６を持つ。
アンテナコイル９０５は、その両端を端子９０３ａ，９０３ｂと接続している。端子９０
３ａ，９０３ｂは、それぞれＩＣカードモジュール９０２の端子９０４ａ，９０４ｂと接
続され、ＩＣカードモジュール９０２の非接触ＩＣカード入出力を行う。複数の端子９０
６は、メモリカード９０１の準拠するメモリカードの仕様に従い、接続されるメモリカー
ドリーダライタとの通信を行う。ここで、メモリカード９０１は、図９に示すようにカー
ド内に非接触アンテナを持っている形態でも良いが、図８に示すようにアダプタ内に非接
触アンテナコイルを持つ構成でも良い。
【００６８】
　メモリカードスロット１０１４に挿入されたメモリカード９０１の複数の端子９０６は
、対応する複数の端子１０１０と密着させられ、メモリカードアダプタ１００１内の図示
しない処理装置等から読み出し及び書き込み等の操作が可能となる。また、アンテナコイ
ル１０１２とアンテナコイル９０５は近接状態になるため、ＩＣカードモジュール９０２
の非接触ＩＣカードインターフェースをメモリカードアダプタ１００１内の図示しない処
理装置などから利用可能となる。
【００６９】
　メモリカードスロット１０１４は、電池１００８及び蓋１００９によって覆われる。蓋
１００９は、ロック機構１０１５により固定される。蓋１００９内のアンテナコイル１０
１３は、メモリカードアダプタ外部の図示しないリーダライタ及びリーダライタと接続さ
れた図示しないホストとの非接触通信を行うことが出来る。この際、アンテナコイル１０
１３とアンテナコイル９０５，１０１２は接することとなるが、物理的にお互いの通信が
干渉しないよう設計されている。
【００７０】
　ここで、本実施形態では、蓋１００９の内部にアンテナコイル１０１３を設けてあるが
、アンテナコイルはメモリカードアダプタ１００１の表面近傍であれば、他の場所に設け
てあっても良い。画面１００３にて認証情報を表示する際には操作性を向上させるために
アンテナコイル１０１３は、図１０（ａ）に示すようなメモリカードアダプタ１００１の
裏面（画面の裏面）に配置される設計が好ましい。
【００７１】
　以上のような利用形態において、メモリカードアダプタのユーザは、ボタン１００５等
を用いてメモリカードアダプタ１００１の携帯電話機能を操作し、アンテナ１００２及び
図示しない基地局を通じ、他の携帯電話器や固定電話器などと通信や通話を行うことが可
能になる。メモリカード９０１は、メモリカードアダプタ１００１のメモリとして利用す
ることができ、メモリカードアダプタ１００１の内部に保存または作成した文書、ログ、
写真、音声データ、或いはメール文書等を、端子１０１０またはアンテナコイル１０１２
を介して再生もしくは保存可能である。
【００７２】
　ユーザがメモリカードアダプタに挿入されたメモリカード９０１を利用したい場合、図
示しない非接触リーダライタにアンテナコイル１０１３をかざすことにより、アンテナコ
イル１０１３内に非接触リーダライタとアンテナコイル１０１３の通信が開始される。ア
ンテナコイルに入力される信号は、アンテナコイル１０１２もしくは複数の端子１０１０
を介してメモリカード９０１に送信される。
【００７３】
　メモリカード９０１内の認証情報をユーザが第３者に視認させたい場合、ユーザはボタ
ン１００５を操作するか、認証ボタン１００４を押すことにより、画面１００３に認証情
報１０２０及びメッセージ１０２１を表示させることが出来る。認証情報は、メモリカー
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ド９０１内のメモリカードに格納された認証情報をメモリカードアダプタ内の適切なアプ
リケーションが、画面１００３に表示する。この認証情報を第３者が視認することにより
、メモリカードアダプタ１００１の保有者がメモリカード９０１の保有者であることを確
認し、ユーザ認証や個人認証を行うことが可能となる。
【００７４】
　ここで、認証情報１０２０は、一見して正しい認証用の情報と分かりやすいように、日
付や時間とリンクして背景色や柄などが変わったり、すかしが入ったりするように加工し
ておくことにより、単純に盗まれた画像を表示する端末との区別が図れるようになってい
る。
【００７５】
　認証情報１０２０の近辺に表示されるメッセージ１０２１は、現在のメモリカード９０
１にて行われた認証情報のステータスを表示する。例えば、ある領域への入退室管理にメ
モリカード９０１及びメモリカードアダプタ１００１を利用する場合、入退室管理者が認
証情報１０２０を視認すると共にアンテナコイル１０１３と非接触リーダライタを介して
ＩＣカードモジュール及びホストが通信を行った結果をメッセージ１０２１に表示するこ
とにより、認証が正常に終了したか、エラーが起きたなどの、入退室処理の過程をユーザ
もしくは入退室管理者が把握することが可能となる。また、画面１００３に表示された情
報をアンテナ１００２を介して、別に用意したホストに送信することも可能である。この
ことにより、例えば無人の管理所において入退室許可を得ようとした場合、エラーが起き
た際のユーザの閲覧する画面を別に用意したホストにて分析したり、通話をしながら管理
者の指示を仰いだりすることが可能となる。
【００７６】
　電源端子１００６ａ及び１００６ｂ、及びコネクタ１００７は、メモリカードアダプタ
１００１の充電や外部の図示しないホストとの通信に利用する。
【００７７】
　上記のように、本実施形態に示したメモリカード及びメモリカードアダプタは、携帯電
話機能を持つメモリカードアダプタに対し、非接触型ＩＣカードインターフェースを介し
てホストとアクセスする際に使い勝手良く利用できるシステムを構成することができる。
すなわち、ユーザがＩＣカード機能を搭載したメモリカードのＩＣカード機能及びメモリ
カード機能を利用する際の使い勝手を向上することができる。
【００７８】
　＜実施形態６＞
  次に、図１１を用いて、本発明に係るメモリカードアダプタの第６の実施形態を説明す
る。
  図１１は、本発明に係る第６の実施形態を示すメモリカードアダプタの構成図である。
メモリカードアダプタ１１００は、第４の実施形態のメモリカードアダプタ７００に認証
情報１１０３及びメッセージ１１０４を表示する画面１１０２が付属したものである。画
面１１０２は図示しないメモリカードアダプタコントローラの指示で、図示しないメモリ
カードアダプタ内の電池により駆動される。
【００７９】
　認証情報１１０３及びメッセージ１１０４は、メモリカードアダプタに挿入されたメモ
リカードにて行われた認証情報のステータスが表示される。例えば、入退室管理者が認証
情報１１０３を視認すると共にアンテナコイルと非接触リーダライタを介してＩＣカード
モジュール及びホストが通信を行った結果をメッセージ１１０４に表示することにより、
認証が正常に終了したか、エラーが起きたなどの、入退室処理の過程をユーザもしくは入
退室管理者が把握することが可能となる。
【００８０】
　ここで、認証情報１１０３は、一見して正しい認証用の情報と分かりやすいように、日
付や時間とリンクして背景色や柄などが変わったり、すかしが入ったりするように加工し
ておくことにより、単純に盗まれた画像を表示する端末との区別が図れるようになってい
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る。
【００８１】
　メモリカードアダプタ１１００は、利用者の衣服に固定したり、利用者の首から提げる
器具と接続することにより、持ち運びが容易になるため、メモリカードアダプタ１１００
を利用する際の利用者の利便性が向上する。
【００８２】
　上記のように、本実施形態に示したメモリカード及びメモリカードアダプタによれば、
ＩＣカード機能を搭載したメモリカードに対し、非接触型ＩＣカードインターフェースを
介してホストとアクセスする際に認証情報やメッセージを利用することにより使い勝手良
く利用できる。
【００８３】
　＜実施形態７＞
  次に、図２を用いて、本発明に係るメモリカードアダプタの第７の実施形態を説明する
。
【００８４】
　図２は、本発明に係るメモリカードアダプタの第７の実施形態を示す斜視図である。メ
モリカードアダプタ１２００は、本発明の図７に示した第３の実施形態のメモリカードア
ダプタ７００と比較し、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ソケット１２０１、及びＵＳＢ
端子１２０２～１２０５を持つ点と、接触型ＩＣカード端子１２０ａ～１２０ｈを持たな
い点が異なる。アンテナコイル７０２は、近接型ＩＣカードに対応したアンテナコイルで
ある。例えば近接型ＩＣカードの一例は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３規格にて構造及び動
作範囲が規定されている。近接型アンテナコイル７０１は、図１に示す誘導結合用アンテ
ナコイル１０２，１０３や、あるいは、ＲＦＩＤ用アンテナコイル、近距離無線通信規格
用アンテナのように、メモリカードアダプタのサポートする非接触ＩＣカード機能もしく
はＲＦモジュールの機能に対応したアンテナコイルでもよい。
【００８５】
　ＵＳＢソケット１２０１は、図示しないホストとの接続に用いられる。図２において、
ＵＳＢソケット１２０１は、メモリカードアダプタ１２００の短辺に設けられているが、
長辺に設けられていてもよく、ケーブルを介して接続されていてもよい。また、利便性の
ため、ＵＳＢソケット１２０１が、ＵＳＢソケット１２０１未使用時にメモリカードアダ
プタ内に格納される形式でもよい。ＵＳＢソケット１２０１内部には、ＵＳＢソケット端
子１２０２～１２０５があり、ＵＳＢソケット端子１２０２～１２０５は、ＵＳＢコント
ローラ１２０６と配線１２０７を介して接続されている。メモリカードアダプタコントロ
ーラ１２０６はコネクタ１０４、接続端子１０５、及び配線１２０８を介してメモリカー
ド１０６と接続可能になっている。
【００８６】
　メモリカードアダプタコントローラ１２０６は、図示しないホストから送られてくるコ
マンドとメモリカード用のコマンドの変換を行い、図示しないホストとメモリカード１０
６の通信を行う。メモリカード１０６が近距離無線通信規格のように能動的に動作する必
要がある場合、メモリカードアダプタコントローラ１２０６は、メモリカードアダプタ内
に設けられた近距離無線通信規格のモジュールと通信を行ったり、電池から給電を受けて
もよい。メモリカードアダプタ内に設けられた電池は、ＵＳＢ端子１２０２～１２０５か
ら給電を受けた際に充電される。
【００８７】
　上記のように第７の実施形態に示したメモリカードアダプタは、ＲＦ通信機能を搭載し
たメモリカードに対し、ＵＳＢインターフェース及び非接触型アンテナコイルを介してホ
ストとアクセスする際に使い勝手良く利用できるメモリカードアダプタを構成することが
できる。すなわち、本実施例によれば、ユーザがＩＣカード機能を搭載したメモリカード
のＩＣカード機能を利用する使い勝手を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００８８】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すメモリカードアダプタの斜視図。
【図２】第７の実施形態のメモリカードアダプタの斜視図。
【図３】第１の実施形態のメモリカードアダプタに挿入されるメモリカード、メモリカー
ドアダプタ、及びホストの通信方式を説明するためのブロック構成図。
【図４】第１の実施形態のＩＣカードモジュールの内部構成を示す図。
【図５】第１及び第２の実施形態の端子配置面の裏側に溝を設けたメモリカードの斜視図
。
【図６】第２の実施形態のメモリカードアダプタの斜視図。
【図７】第３の実施形態のメモリカードアダプタを示す斜視図。
【図８】第４の実施形態のメモリカードアダプタとメモリカードの接続関係を示す図。
【図９】第５の実施形態のメモリカードアダプタに挿入して用いるメモリカードの構成図
。
【図１０】第５の実施形態のメモリカードアダプタとメモリカードの接続関係を示す図。
【図１１】第６の実施形態のメモリカードアダプタの斜視図。
【符号の説明】
【００８９】
　１００，６００，７００，８０１，１２００…メモリカードアダプタ、
　１０１，６０１，７０１，１０１４…メモリカードスロット、
　１０２，１０３，８０５，９０５…誘導結合用コイル（アンテナコイル）、
　１０４…コネクタ、１０５…接続端子、
　１０６，５００，５０１，９０１…メモリカード、
　１０７…印刷面、１０８…ＰＣカード接続端子、
　１０９…メモリカードの端子（ＩＣカード端子）
　１１０ａ，１１０ｂ，８０３ａ，８０３ｂ，８０４ａ，８０４ｂ…ＲＦ端子、
　１２０ａ～１２０ｈ…ＩＣカード外部端子、
　１２１，１２２，６２１，６２２，７０３～７０５…配線、
　１２３…イジェクトボタン、１２４…イジェクト機構、
　１３０，１２０６…メモリカードアダプタコントローラ、
　２０１…コントローラチップ、２０２…フラッシュメモリ、
　２０３…ＩＣカードモジュール、３００～３０２…ホスト、
　３１０…非接触型ＩＣカードリーダライタ、
　３１１…接触型ＩＣカードリーダライタ、３１２…ＰＣカードリーダライタ、
　３２０…接触型ＩＣカード端子、
　３２１…メモリカードインターフェース、
　３２２，４２０…マトリックススイチング回路、
　４０１…無線インターフェース、４０２…電源電圧出力回路、
　４０３…ＣＰＵ、４０４…メモリ、４０５…コプロセッサ、
　４１０，４１１…非接触入出力端子、４１２…電源電圧端子、
　４１３…リセット端子、４１４…クロック端子、４１５…グランド端子、
　４１６…書込供給電源端子、４１７…データ入出力端子、
　４１８，４１９…予備端子、５０２～５０５…溝、
　７０２…近接型アンテナコイル、
　８０６，９０６，９０３ａ，９０３ｂ，９０４ａ，９０４ｂ…端子、
　１００１，１１００…メモリカードアダプタ、
　１００２…アンテナ、１００３…画面、１００４…認証ボタン、
　１００５…ボタン、１００６ａ，１００６ｂ…電源端子、
　１００７…コネクタ、１００８…電池、１００９…電池蓋、
　１０１０，１０１１ａ，１０１１ｂ…端子、
　１０１２，１０１３…誘導結合用コイル（アンテナコイル）、
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　１０１５…ロック機構、
　１１０２…画面、１１０３…認証情報、１１０４…メッセージ、
　１２０１…ＵＳＢソケット、１２０２～１２０５…ＵＳＢソケット端子。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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